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 富山県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成30年９月28日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第56号 

   富山県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規則 

 富山県職業訓練手当支給規則（昭和42年富山県規則第26号）の一部を次のように 

改正する。 

 第１条中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定 

及び職業生活の充実等に関する法律」に改め、「昭和41年法律第 132号」の次に 

「。第10条において「法」という。」を加える。 

 第３条第１項第４号中「雇用対策法施行規則」を「労働施策の総合的な推進並び 

に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」に改め、「昭 

和41年労働省令第23号」の次に「。以下この条及び第９条第１項において「省令」 

という。」を加え、同項第６号及び第８号から第15号まで並びに同条第２項中「雇 

用対策法施行規則」を「省令」に改める。 

 第９条第１項各号列記以外の部分中「雇用対策法施行規則」を「省令」に改める。 

 第10条中「雇用対策法」を「法」に改める。 

 様式第１号中 
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（支給要件）  雇用対策法施行規則第  条第  項第  号（附則第  条第  項第  号） 

（類似の手当の受給）       （月 額）      （受給期間）自     年  月  日 
 
無・有（             ）        円       至     年  月  日 

添 付 書 類 
受講指示書写し  手 帳 等 の 写 し  通 所 届  入寮許可書等  

口 座 振 込 書  雇用保険、生活保護等      

区   分 日額（月額） 認定年月日 指定口座 

を 
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（支給要件） 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 
 
       第  条第  項第  号（附則第  条第  項第  号） 

（類似の手当の受給）       （月 額）      （受給期間）自     年  月  日 
 
無・有（             ）        円       至     年  月  日 

添 付 書 類 
受講指示書写し  手 帳 等 の 写 し  通 所 届  入寮許可書等  

口 座 振 込 書  雇用保険、生活保護等      

区   分 日額（月額） 認定年月日 指定口座 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県職業訓練手当支給規則に定める様式による用紙 

 は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （労働政策課）  
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